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午前10時00分開会 

○玉岡課長 定刻を少し過ぎているので、間もなくいらっしゃると思いますが、よろしい

ですか。時間も限られていることもございますので、それでは、ただいまから第３回「東

京都ひとり親家庭自立支援計画（第４期）策定委員会」を開催いたします。 

 本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 初めに、お手元の配付資料の御確認をお願いいたします。資料の１枚目の「次第」に配

付資料の一覧を記載しております。 

 配付資料は、資料１、資料２、資料３－１、資料３－２、資料４、５種類ございます。 

 資料３－２は「ひとり親家庭の相談状況等に関する調査報告書（暫定版）」でございま

す。第１回の時点で速報版だったものにつきまして、一定程度結果が取りまとまったとい

うことで更新版をつけております。 

 資料３－１は、それを抜粋して、主な意見等を載せているものでございます。 

 参考資料でございますが、参考資料１といたしましては、第１回策定委員会の中で赤石

先生から御意見をいただきまして、子供の貧困の状況を調査いたしました「子供の生活実

態調査」の概要版をお付けしております。 

 参考資料２につきましては、伊藤委員から御意見をいただきました高等教育無償化に関

する高等教育の修学支援制度についての資料でございます。 

 参考資料３は、各区市町村相談窓口、具体的には、母子・父子自立支援員等の配置状況

について載せております。 

 参考資料４－１、４－２でございますが、それぞれ現在、取りまとめ作業中でございま

す母子生活支援施設に対する調査から、４－１が入所者に対するアンケート、４－２が施

設長に対するアンケート、いずれも速報版という形ではございますが、載せているところ

でございます。 

 参考資料５につきましては、新保副委員長が参加されています国の社会保障審議会児童

部会の資料から「今後の子ども家庭行政における主要課題について」をつけております。 

 その他、常用資料といたしまして「ひとり親家庭自立支援計画（第３期）」を机上に配

付させていただいております。 

 万一、説明の中で不足等に気づかれましたら、事務局までお申し出いただければと思い

ます。 

 続きまして、資料１「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第４期）策定委員会委員名簿」

をご覧ください。本日の出欠状況でございますが、お忙しい中、全員の委員に御出席いた

だいているところでございます。 

 本委員会は、公開でございまして、配付資料、議事録につきましても後日ホームページ

で公開させていただきますので、よろしくお願いします。 

 それでは、この後の進行は森田委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 
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○森田委員長 皆さん、おはようございます。夏休みに入ったのになかなか梅雨が明けな

いという、何か寂しい限りですけれども、お集まりいただきまして、ありがとうございま

す。 

 今回でこの委員会は３回目になりました。既に皆さんからいろいろな御意見をいただい

ておりますけれども、それを踏まえて、今度の計画の骨子をある程度まとめなければなら

ないという段階に来ております。どうぞ御協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、議題１から入ってまいりたいと思います。これまでの第１回、第２回の委員

会での発言の要旨ということで、事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

○玉岡課長 それでは、資料２「第１回目、第２回目会議の発言要旨」をご覧いただけま

すでしょうか。これまで２回にわたりまして開かれました策定委員会の御発言の要旨をま

とめたものでございます。本日は抜粋して簡単に御紹介させていただきます。特に下線が

ついているところについて御説明したいと思います。 

 近年のひとり親の状況につきましては、周囲との関係性が切れ、孤立したひとり親の支

援をどうつないでいくことができるのかが課題であること、ひとり親になった当初はとに

かく就労を優先するため、希望の職種や収入が得られない場合があり、その後、キャリア

アップを目指す相談事例がふえているという御指摘もございました。 

 続きまして、ひとり親を取り巻く状況といたしましては、民間支援がふえてきた結果、

いろいろなところで支援が行われ、一方でわかりにくい部分もあるという御指摘もいただ

いております。病児保育などの保育サービス、ホームヘルプサービスなどの施策があるが、

使いにくいという御指摘もいただいております。主にシングルマザーに向けたシェアハウ

スなどについても、全国の団体がそれぞれ取り組みを行ってきているという御紹介がござ

いました。 

 続きまして、ひとり親に対する支援の状況でございます。施策が単発で、それをどうつ

なぐか、あるいは役所に相談に行くのが大変であり、相談しやすい環境整備、情報へのア

クセスのしやすさを進めていくことが必要であるということ、また、いかに相談窓口の存

在を知ってもらうかということも今後の課題と御指摘いただいております。 

 さらに、ひとり親家庭支援センターにつきまして御紹介がありました。相談事業につい

ては非常に強いニーズがあり、昨年度の実績で電話が5,000件弱、面接でも約1,000件とな

って、それを３名の相談員で対応していることもあり、もっと相談に乗ってほしいという

声もいただいているということがございました。 

 また、例えば就労に困難を抱えているという課題に対しまして、就労だけではなく住宅

支援、経済的支援の必要性など、複合的な課題、支援の必要性があるという御指摘もいた

だいております。 

 先ほどシングルマザー向けのシェアハウスの話がありましたが、ここでも住まいの問題

につきましては、母子生活支援施設の入所というだけではなくて、シェアハウスや支援つ

き住宅などの「中間支援」があればよいのではないかという御意見も頂戴いたしておりま
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す。 

 また、面会交流につきましては、離婚してから生活が落ちつかない状況があった中で、

その後、軌道に乗ってきたときに始めると、またもとの状態に戻ってしまうこともあり、

厳しい状況であるという御指摘もございました。 

 続きまして、母子生活支援施設についての御意見でございます。病気、障害、外国籍、

虐待経験など、病識がないまま入所されてくる世帯も含めて、母子ともにサポートが必要

な世帯がふえているという御意見がございました。 

 また、入所の際の課題として、自治体によって入所基準が異なってわかりにくい、入所

させてもらえず分離したケースもあるという御意見もございました。 

 さらに、それに関連して、退所の際の課題といたしまして、自治体で定めた利用期限が

来たからという理由で退所となってしまう場合がある。 

 あるいは、広域入所の課題といたしまして、自治体の外から広域入所を受け入れている

場合でも、定員枠、生活保護部署との調整が難しいなどの課題があり、特に自治体内に施

設のない自治体においては、施設に入所させることについてはDVなどの場合以外では特に

難しいという状況もございます。 

 一方、旧態依然、自由がないなどのマイナスイメージの払拭が必要ではないかという御

意見もございました。 

 施設においては、子供、母親、それぞれの支援だけではなく、親子に対する支援という

形での役割もあるというところで、それに対応した職員の経験、スキルをどれだけ補強で

きるか課題であるということもございました。それらについて施設の支援の状況がまちま

ちであるというところもございました。 

 以上、簡単ではございますが、第１回目、第２回目の会議の御発言の要旨でございまし

た。 

○森田委員長 ありがとうございます。 

 ほかに資料の提供を要請されたものがありますので、それについて、また事務局から追

加で御説明いただけますか。 

○玉岡課長 参考資料にございますが、「『子供の生活実態調査』詳細分析報告書概要版」

でございます。先ほど申し上げました赤石先生からの御指摘をいただきまして、参考まで

につけたものでございます。こちらは、首都大学東京で昨年３月に実施しておりまして、

大きく５つの切り口から調査しているものでございます。 

 第１部が「世代を超えた不利の蓄積」ということで、貧困や暴力が連鎖していくという

現状について明らかにしております。 

 第２部が「学校における課題」ということで、不登校やいじめられた経験があるといっ

た、昨今、報道でもいろいろ出てくるところでございますが、そういった切り口での調査

内容が載せられております。 

 第３部では「子供の栄養と健康」ということで、保護者の就労状況、労働時間等とリン
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クしてお子さんの食がどうなっているかといったところでの調査結果でございます。 

 第４部では、この委員会の場でもキーワードとして出てきますが、「自己肯定感とレジ

リエンス」といった視点での結果が紹介されております。 

 第５部では「就労と生活困難」ということで、お子さんの自立といったところでの就労、

生活困難性について御紹介がなされております。 

 第６部の「その他」で、保育所、家賃負担、その他困り事などについて御紹介されてい

るものでございます。 

 参考資料２「高等教育の修学支援新制度について」は「社会的養護の関係者の皆さまへ」

ということで、社会的養護に携わる関係者向けにこういった制度があるというものを紹介

している文部科学省の資料でございます。主に支援対象の大学、短大、高専、専門学校等

について授業料と入学金が免除・減額され、対象者としては住民税非課税世帯、それに準

ずる世帯の学生ということでございます。 

 そのほか、参考資料３といたしましては、１回目、２回目、それから、先ほど申し上げ

ました調査結果の中で行政の窓口に対しての御指摘がございましたので、それらも含めて、

各区市町村の相談窓口、特に母子・父子自立支援員の配置状況などを載せているものでご

ざいます。こうやってみますと、それぞれ各自治体ごとに異なりますし、区部と市部、町

村部でのばらつき度合いなども見ていただけるのではないかと思っております。 

 参考資料４－１、４－２につきましては、現在、取りまとめをしているところでござい

ます母子生活支援施設入所者ないしは施設長に対してのアンケート結果でございます。資

料４－１で見ますと、施設入所者に対しまして、現在の状況について、ひとり親になった

経緯、入所後について、今後について、行政からの支援等について調査しているというこ

とでございます。また、資料４－２では、施設長からの視点で入所者の状況などについて

書いていただいているということでございます。 

 参考資料５につきましては、新保副委員長が御参画いただいている児童部会の資料とい

うことで、後ほど何か補足等があれば、そのときに御紹介いただければと思います。 

 簡単ではございますが、参考資料については以上でございます。 

○森田委員長 「ひとり親家庭の相談状況等に関する調査」はよろしいでしょうか。 

○玉岡課長 資料３－２のほうですね。 

○森田委員長 はい。 

○玉岡課長 資料３－２は、抜粋が資料３－１になります。資料３－２をお開きいただき

ますと、１ページ目の１に「調査実施の概要」を載せております。これは復習でございま

すが、本計画の策定に当たっての基礎資料ということで実施したもので、２の「調査概要」

にございますように、郵送ないしメールで当事者団体、委員として参画いただいている「ひ

とり親家庭福祉協議会」「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の御協力をいただきまして、

調査票を配布、案内等をしていただき、調査期間は今年の２月です。(４)に調査項目がご

ざいまして、現在の状況、お子さんとのかかわり、周囲とのつながり、悩み事や困り事、
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解決方法についてお聞きいたしまして、その結果として、調査回収状況は、調査対象者数

1300人でございましたが、500人弱の方からお答えをお寄せいただいたというところでござ

います。 

 また、特に深掘りする調査といたしまして、母子家庭・父子家庭のバランスをとりまし

て、インタビュー調査も行ったところでございます。 

 それを抜粋したものが資料３－１です。 

 まず初めに「（１）情報とのつながり、相談の状況について」ということでございます。

資料３－２でいいますと45ページが特徴的と思っています。つながりといった部分で見た

ときに、例えば「子どもを通じた親同士の交流があるか」というお尋ねをして「ない」と

いうお答えが42.1％にも上っているということがございました。53ページもご覧いただき

たいのですが、他のひとり親の仲間・友人についてお尋ねしているものでございます。そ

うした中で「ひとり親の仲間・友人がいない」とお答えいただいている方が４割近く、38.6％

ということで、こういったことから、情報とのつながり、相談の状況以前に、この委員会

でずっと御指摘いただいておりますように、孤立、つながりといったところでの課題が見

えてきたと思います。 

 それを前提に、資料３－１の(１)でございますが、そうしたひとり親の方も含めて、子

育て、仕事に追われながらどのように支援に関する情報を得ているのか、得る場所として

行政窓口等をどのように活用しているのかという調査もこの中で行っております。その内

容をここに簡単に御紹介しております。 

 結果といたしましては、解決方法としては「ネット・SNSで情報収集」が最も多く、３割

強でございました。自由意見の中にも「行政側が情報をもっと発信してほしい」といった

コメントも多く寄せられております。 

 行政窓口等への相談については「したことがない」という御回答が34.1％に上っており

ます。理由につきましては「窓口に行く時間がない」「時間が合わない」「行くのが大変」、

合わせて５割近くの方がそういう理由を御回答いただいております。また、自由意見とし

て記述で書いていただいている中でも「もっと身近に相談場所があればよいと思う」「休

日でも利用できる窓口・サービスがほしい」などの意見もございました。 

 ２つ目の御紹介といたしましては「（２）ひとり親が抱える悩みや困りごとについて」、

ひとり親になった当初と、現在の時点でどういう状況であるか、調査しております。ひと

り親になった当初はやはり「お金に関すること」が最も多く、27.1％です。ただ、男性に

ついては「子育てに関すること」が多く、「住まいに関すること」につきましては女性の

割合が高いという傾向がございました。現在の悩みとしては、引き続き、やはり「お金に

関すること」が多いということですが、女性につきましては、継続して「住まいに関する

こと」というお答えを15.9％の方からいただいております。一方、男性では住まいについ

て悩む方はほとんどいないという状況もございました。 

 「（３）養育費・面会交流について」でございます。こちらは、ひとり親に特有の問題
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である養育費や面会交流についてどのように考えているのか、実施状況等についてもお尋

ねしたところでございます。こちらも、取り決めはあるが受け取っていない、取り決めも

なく受け取っていない、要は受け取っていないという方々を合わせますと63％以上になり

まして、自由意見でも、養育費の支援に関して「行政に支援してほしい」という意見もご

ざいました。また、面会交流を実施していない理由についてお尋ねしたところ、お子さん

と同居している親が一方の親には会いたくない、あるいは同居していない親がそもそも会

いたがらないといった事情もあるということで、この理由・背景については当然のことな

がらさまざまあるので、一概にこれをもってどうだということではないと思いますが、そ

ういった事情がそれぞれ多いという傾向はうかがえたということでございます。 

 簡単ではございますが、資料３－１、３－２の御説明は以上でございます。 

○森田委員長 それでは、今まで委員の方から要請があった資料についての御質問や感想、

御意見等がございましたら、承りたいと思います。いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。また、それぞれの御意見のところでこれを使って御発言いただく

形でも結構です。 

 それでは、とりあえず資料についてはこれで御説明いただいたということで、続きまし

て、第１回、第２回、あるいは御提出いただいたさまざまな意見あるいは資料等に基づい

て、第４期計画の方向性について議論させていただきたいと思います。事務局からこれに

つきましても御説明いただけますでしょうか。 

○玉岡課長 それでは、資料４をご覧いただけますでしょうか。「第１回、第２回策定委

員会を踏まえた施策の方向性(案)」というタイトルになっている資料でございます。 

 先ほども御紹介いたしましたが、左側に本委員会においていただいた主な意見をグルー

プごとに整理しております。 

 先ほどもこちらで触れさせていただきましたが、全体に対する意見としては、ひとり親

が孤立している状況がある、あるいは相談や支援につながっていない状況があるというこ

とをまず押さえたいと思います。それを踏まえまして、現行計画の４つの施策分野ごとの

意見として整理しております。 

 １つ目のグループの「相談体制の整備」につきましては、先ほど調査結果に触れました

が、相談しやすい窓口体制の整備が一つの課題になっているのではないかということがあ

ります。 

 それから、民間支援がふえてきておりますが、支援がいろんなところでばらばらに行わ

れており、それを一括して紹介できるようなツールがないといった部分でわかりにくいと

いったこと、相談窓口や施策の存在をどのように知ってもらうかということが御意見を踏

まえた課題として出てきているところでございます。 

 また、面会交流につきましては、前回、前々回、先生方からも御意見がありましたが、

背景はさまざまということもありますので、専門性が高い案件ということで対応は難しい

部分があるといったことがありました。 
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 ２つ目の「就業支援」でございますが、仕事と子育ての両立困難といったところがござ

います。また、先ほど触れたとおり、ひとり親になった直後はひとまず職を探すというこ

とで職を得ますが、その後、お子さんが成長するに当たって、より経済的に負担が大きく

なってくる中でステップアップを目指す必要に迫られるひとり親の方々もいらっしゃると

いうことでございますので、そういったことに対応する必要があるのではないかという御

意見でございました。 

 ３つ目の「子育て支援・生活の場の整備」でございます。こちらは、先ほど母子生活支

援施設に対しての御意見を紹介させていただきましたが、まとめて言いますと、母子生活

支援施設の積極的な活用が進んでいないのではないか、入所率を見たときにも低下してい

る状況もあり、積極的な活用からは遠いといったところでございます。 

 そうした中で、具体的な活用を進めるための課題として委員の皆様方から御指摘いただ

いているものとしては、職員のスキルの問題、ひとり親本人あるいは区市、特に施設のな

い区市に対して母子生活支援施設入所のメリットが十分に周知されていないということ、

あるいは広域入所が進んでいないという状況もございました。 

 また、住居支援では、シェアハウスなども現在はいろいろな取り組みとしてあることや、

保育サービスやファミリーサポートセンター事業などの子育て支援事業がいま一つ使いに

くい部分があるのではないかという御指摘もございました。 

 ４つ目の「経済的支援」では、先ほど養育費にも触れましたが、特にひとり親の母につ

いては収入が低いことをこれまでの委員会で御紹介しましたが、安定した収入の確保が必

要であることが主な意見として挙げられていたところでございます。 

 これを踏まえまして、東京都といたしましての第４期計画における方向性(案)でござい

ますが、全体として強化すべき視点としましては「ひとり親を相談・支援にどのように『つ

なぐ・つなげる』か」ということを一つ大きな前提の柱として掲げたいと思います。その

上で、４つの施策分野ごとの方向性として具体的に御説明させていただいております。 

 初めに「相談体制の整備」です。 

 相談しやすい場所の問題、これは東京都におきましては、例えばひとり親家庭支援セン

ターが飯田橋にあるということ、区市町村におかれてはそれぞれの福祉事務所、子ども家

庭支援センター、先ほどの参考資料でつけておりますが、そういった状況の中で相談しや

すい場所あるいは方法等について、より充実させる必要があるのではないかと考えており

ます。特に相談に行くのが難しいひとり親の方々への対応等に留意する必要があるのでは

ないかということです。 

 それから、先ほど情報収集の手段としてホームページやSNSから情報を集めているひとり

親の方が多いといったことがございましたので、行政としてもそういったものを念頭に置

きながら情報発信について工夫が必要なのではないかと考えております。 

 また、面会交流につきましては、さまざまな背景を踏まえて専門的な相談が必要になり

ますので、そうした相談に対する支援のさらなる充実を都として取り組めるのか、取り組
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めないのかといったことも方向性として考えていかなければいけないと思います。 

 ２つ目が「就業支援」でございます。 

 ひとり親の方々は子育てとの両立が必要でございますが、子育ての状況もさまざまとい

うところもございますので、それぞれのひとり親の方々に適した就労形態への支援が必要

になってくるということや、お子さんの成長に応じて経済的な負担もふえますので、それ

に応じたキャリアアップ支援も念頭に入れていく必要があるのではないかと考えておりま

す。 

 ３つ目の「子育て支援・生活の場の整備」でございます。 

 母子生活支援施設につきましては、都内施設の支援力を高めることが重要と考えており

まして、例えば施設でこういった形で取り組めば支援力が高まるのではないかといったガ

イドラインを都として取りまとめ、施設間で共有いただきながら、施設総体として支援力

を高めていただく。あるいはひとり親及び支援者に対して母子生活支援施設そのものの周

知をより進めていく。これは秘匿性とのバランスもございますが、そういった中で周知を

工夫していく必要があります。 

 それから、当然のことながら区市との連携が求められますので、広域入所、施設利用の

促進といった視点からは区市との連携を都としてしっかりつけていかなければいけないと

考えております。 

 また、住居関係ではシェアハウスなどの話もありましたが、ひとり親の住居への支援と

福祉施策の組み合わせなどにより、孤立、つながりがないということでは意味がない部分

もございますので、見守りながら、ひとり親の生活を支えていくという仕組みも必要と考

えております。 

 その他、個々のサービスについての支援の充実も重要だと考えております。 

 ４つ目の「経済的支援」です。 

 養育費の安定した取得に関する支援につきましては、安定した収入の確保も一つの大事

な要素になっている部分がございますので、行政としてどのような形で支援に携われるの

かも含めて検討してまいりたいと思いますし、離婚前からの情報周知といったことも視野

に入れながら検討していきたいと考えております。 

 以上、簡単ではございますが、これまで皆様方からいただきました意見をグルーピング

し、それに対応した施策の方向性(案)としてまとめたものでございます。よろしくお願い

いたします。 

○森田委員長 以上、今まで２回の意見をもとに方向性ということを、具体的には４つの

施策分野の中で、１番目は相談体制の整備、２番目が就業支援、３番目が子育て支援・生

活の場の整備、４番目が経済的支援ということで、具体的には、３番目の子育て支援・生

活の場の整備の中で母子生活支援施設に関することとその他に分けて書いていただいてい

ます。 

 それから、５項目めとしては、皆さんから御意見をいただいていることがありますので、
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それを含めてですが、お話をしたいと思っています。１項目ずつ、ある程度の時間がとれ

ますので、皆さんからの御意見をゆっくり頂戴したいと思っていますが、意見書が出てい

る方はそれをもとにお話しいただけたらと思っています。 

 この４つですが、全体として強化すべき視点ということで「つなぐ・つなげる」という、

支援者の側からは「つなぐ・つなげる」ですけれども、その前提として具体的には当事者

の方たちが「つながる」という気持ちになれるような施策でなければならないわけですか

ら、そういう意味で「つなぐ・つなげる」ということと、その結果として「つながる」と

いう気持ちになれる、こういった事業展開ができる、そのことによってサービスの価値が

展開できるということが必要になってくると思います。そんな大きな方向性ということを

しっかり見据えて御議論いただきたいと思います。 

 もう一つ、母子家庭あるいは父子家庭、ひとり親家庭というのは、常に大人と子供、そ

ういう２つの世代が一緒に暮らすという大きな課題があり、それぞれの子供や大人に支援

が必要なことがあります。特にひとり親として暮らしている大人たちへの支援、その子供

たちへの支援というもの、そしてまた今回の議論の中でも出てまいりましたが、その親と

子がどういうふうに関係構築をしていくのか、いろいろな答申では再構築というふうに書

かれているわけですが、今の子育て家庭の状況でのさまざまな問題の出現の中には、最初

の母子関係、父子関係が成立していたかどうかということに対しても、私たちはその再構

築あるいは構築というところから手がけなければいけないのか、考えてみなければいけな

いのではないかと思っているわけです。 

 そういった意味で、いわゆる普遍的な子育て支援、保育、教育、そういったもの、ある

いは今、子育て世代包括のさまざまな取り組みがありますが、こういったものとの連携の

中で、ひとり親あるいはひとり親子をどういう形でサービスとつないでいくのか、そのと

きのサービス提供はどうあるべきなのかというあたりの視点をぜひ持っていただいて、御

意見をいただければと思っております。先ほど申し上げましたように、５つぐらいの柱で

お話をしていただきたいと思います。 

 まず「相談体制の整備」というところから御意見をいただくということで、相談体制と

いうことでは調査結果等からもかなり御意見がありますので、ここに書かれていることを

補強するような形でも、あるいはここでの御意見でも構いません。御意見をいただけたら

と思います。いかがでしょうか。どうぞ、赤石さん。 

○赤石委員 調査結果を踏まえて、大部なものをありがとうございます。 

 今、全部は見られないのですけれども、相談体制の整備として、御意見でも挙がってい

た中で「相談しやすい場所や、方法等」となっておりますが、調査結果を見るところでは、

時間という問題が結構大きいのかなと思います。やはり働いている方々が多いひとり親で

すので、時間外の相談ニーズを把握しなければいけないと思っております。各区には母子・

父子自立支援員が配置されておりますが、週に１回ぐらい時間外の相談を受けるというよ

うな配置、勤務時間をずらすとか、可能なのではないか、あるいは土曜日というようなこ
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とを視野に入れたらどうかと思います。やはり身近な自治体での御相談が受けられる体制

が必要かと思います。 

 また「HPやSNS」と書いてありますが、私の提出資料も見ていただきながらですが、メー

ルマガジンというのはかなり有効かと思っております。今、都内でも各自治体でメールマ

ガジンを出していらっしゃるところがございます。また、「ひとり親家庭支援センターは

あと」もお出しになっていらっしゃいます。私ども民間団体として、しんぐるまざあず・

ふぉーらむもメールマガジンを出しております。 

 こういったものをどう考えるのかなのですが、メールマガジンは、ハードルを下げて、

無料ですし、より広い範囲の方、プレシングルマザーとか、行政が母子世帯として把握で

きない方にも、いろいろな形で児童扶養手当の受給ができないような方にも大きく網をか

ぶせるツールではないかと思っております。各自治体がメールマガジンを出せるような予

算措置も含めたことが必要なのかなと思っております。 

 私どもは、メールマガジンを登録するとき、情報量は非常に少なくしています。お名前、

メールアドレス、生年月日、都道府県のみ、あとはアンケートをつけているだけです。そ

うすると、自動登録で毎日２人、５人とか登録がどんどん来て、何千人にもなっているわ

けですが、そこは大きい網をかぶせるという覚悟を決めて情報提供する。世田谷区のひと

り親のメールマガジンは、別にひとり親という条件はないので、とれるわけです。そうい

う大きい網をかぶせる。しかし、施策の要件が厳しいものもございますから、そのときは

きちんと個人情報をとってやらなければいけないですが、そこの仕分けをきちんとしたほ

うが、「つなぐ・つなげる」のその前段のところをもっと活用することが必要なのではな

いかと思って提出資料にも書かせていただきました。 

 もう一つが、ひとり親同士が会っていない、知り合いがいないというのは先ほど課長さ

んからも御指摘がありました。これは私どももよく聞きます。私どもは、グループ相談会、

ママカフェ、いろんな名前で都内でも何カ所かでやっております。そこに参加されるママ

たちが必ず言うのが、これまでシングルマザーに会ったことがなかったということです。 

 でも、学校でも保育園でもあなたの隣に保護者でいらっしゃると思うわけです。今の東

京都の母子世帯の出現率、父子世帯の出現率から考えれば、必ず同じクラスにいるのです。

会っていないとおっしゃるのは、保護者会とか、そういったところで自分が母子家庭であ

ることを言っていないのです。言えないと思っていらっしゃるので、ほかの人とも出会え

ない。 

 前はもうちょっとぽろぽろ言っていたし、私も言って子供を育てましたが、ここが現代

的な課題です。ほかの人と差異があることは言いたくないという文化が非常に強くなって

います。ですので、ひとり親の交流の場というのは非常に必要だと思っております。お隣

に座っていらっしゃる荒川区さんは、シングルマザーの交流会を年間計画で毎月やってい

らっしゃる。すばらしいと思います。こういったことを各区市町村がやれるような、これ

は厚労省の生活支援講習会の事業としてもやることはできますので、こういったひとり親
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同士の交流の場をつくるというのが非常に必要かと思っております。 

 そのときに、私どもは安心安全のルールをつくっておりまして、私の資料を見ていただ

ければいいのですが、これはとても大事なことで、名前を名乗らなくてもいい。正式の名

称、戸籍名でなくてもいい。今、呼ばれたい名前でいい。ここで聞いたことは外では話さ

ない。こういった安心安全のルールがあることによって、DV被害の方もいろいろな御事情

を抱えている方も安心して参加できます。このことはやはりきちんと保証していくことが

必要かと思っております。 

 SNSといったときに漠然としていますが、LINE相談も行政で試行的におやりになっていら

っしゃるところがあります。私どももメール相談をしているので、結局、それがLINE相談

のようになることがございます。若年の妊娠・出産したお母さんから急にメールが入る。

お友達のところに移転したのだけれどもと言われる。こっちからしたらリスクが急に高く

なっているので、何とかして事情を聞き出したいわけです。そうなると、メールのやりと

りになる。しかし、すごく長い時間がかかりますので、こういったものをSNSでやるのが本

当に成果が上がるのかというのは、先行事例を見ないと厳しい。神奈川の相談の講師も私

は務めさせていただいて、状況もお聞きしたのですが、お一人にかかる時間は物すごく膨

大という印象を持っております。 

 面会交流ですが、「専門的な相談」と書いてあります。私としましては、やはりできな

い方もいらっしゃるということを踏まえる。それはDVやモラルハラスメントの継続につな

がってしまうということがあると思います。この調査報告書の中にも、パニック発作にな

ってしまうとありますが、絶対この前にモラルハラスメントなり暴力なりの背景があるか

ら、そうおっしゃっているのだと思います。そういったことが書いてありますので、やは

り親子にとってマイナスになる事例については推進は難しいということを踏まえた面会交

流支援であってほしいと思っております。相談のところで一応意見を述べさせていただき

ました。 

○森田委員長 ほかにいかがでしょうか。新保さん、お願いします。 

○新保副委員長 赤石委員の御発言に基本的に賛同いたします。考え方として、メールや

SNSなどが得意な分野と、面接してやりとりすることがとても大事な分野、両方あるのだろ

うと思います。 

 例えばここに出てきているもので言うと、相談しやすい場所で方法等を充実させること

などを考えるとするならば、就労支援、面会交流、養育費、そういうテーマについて言う

ならば、アクセスしやすくて、先ほどもおっしゃっていましたが、できれば夜間なども含

めて開くことができるような、専門的な相談ができる場所をもう少し身近なところにつく

っていくことが必要なのではないかとまず思います。 

 一方で、名前を明かした上で相談することをちゅうちょする、特に行政機関に名前を明

かして相談することをちゅうちょする人もいるのだろうと思います。そういう方にはメー

ルもしくはホームページ、SNSなどを通じて出会い、一定の信頼感を得た上で、例えばNPO
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団体などが面談を行うというところからスタートして、もし制度を正確に使うという必要

が出てくるならば、行政機関につないでいただくことが必要だろうと思います。そのとき

には多分、NPOと行政機関との連携が必要になると思いますが、秘密保持の義務をどういう

ふうにお互い実現するのかということについて一定程度話し合っておく必要があるのでは

ないかと思います。 

 私も今日は提出資料を用意して、２点、書かせていただきました。 

 妊娠期間中及び出産直後の支援が届きにくい、情報も届きにくいし、相談もしにくいと

いう状況がある。これが課題１です。課題２は、母子生活支援施設にかかわることでもあ

るので、後でまた発言させていただきます。 

 課題１については「ゼロ歳ゼロカ月死亡」という例が国の死亡事例の検討会の中でとて

も話題になっています。とても大事な事業であると思います。虐待対応としても、実親が

育てることを支えるということも含めて、あります。個人的に言うと、新宿コインロッカ

ーベビー事件、これは1971年にあった事件ですが、私は小学校に入ったばかりで、こんな

ことが起こるのだとすごく印象深い事件で、きょうも新宿のそばを通ってきましたけれど

も、新宿にある東京都庁の近くで起こった事件でもありますから、重視する必要があるだ

ろうと思います。 

 こういう案件というのは、行政機関が直接相談に応じるのは少し苦手な案件ではないか

と思います。これをやるべきなのは多分、NPO団体で、当事者の気持ちを詳しく知っていて、

当事者の方々がこの方たちだったら話してもいいというNPO団体の方たちにお願いするの

がいい、そういう事案ではないかと思います。 

 特に、望まない妊娠がわかってから出産時までの相談相手が不足しているし、情報も不

足している、精神的に不安定、経済力も乏しいという人に対して、公的機関は確かにあり

ますが、ここに直接行くというよりも、NPO団体などの御尽力を仰がざるを得ない、仰ぐべ

きことではないかと思います。 

 同じことは、国の会議、子供の貧困対策の会議や社会保障審議会の中でも話題になって

いますが、明確な解決方法はまだつくれていない状況にあります。東京都はこの案件につ

いて先進な課題を抱えている場所でもありますので、東京都としてどこかのNPO団体と契約

し、SNSなどの発信でその方たちと団体が連絡をとれるということについて、行政としてNPO

団体を積極的に支援することが必要ではないかと思います。 

 繰り返しになりますが、先ほどお話ししましたように、お願いする団体について行政が

余り拘束しないということがこの事案については必要であり、かつ出会った事案について

可能な範囲で連携、守秘義務のもとでお伝えいただく仕組みをつくっておく必要があるだ

ろうと思われます。この案件についてはこの会議のテーマではないかもしれませんが、婦

人保護事業との関係がとても大事になってくると思いますので、婦人保護事業との関係も

含めて検討いただく必要があると思います。妊娠期間中から出産直後のことというのは、

行政が直接というよりも、NPO団体がとても大事な力をお持ちですので、その力を生かして
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御活躍いただくというのが特に必要ではないかと考えます。 

 以上です。 

○森田委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

 今、お二人から御意見が出てまいりましたが、情報というものがどうしてもひとり親の

場合に、最近、婦人保護との関係性の中で、いわゆるシェルターをある意味では併設して

いるという形で、保護性というのでしょうか、そこが強くなってきているために、母子生

活支援施設も東京都の場合、基本的には全部、所在地を明らかにしていないですね。こう

いうふうに情報を管理してしまうと、当然ですが、今、ネット上での情報を整理して、自

分自身はどこにどういうふうにつながっていくのかを判断していくことが強くなってきて

いる人たちにとってみると、情報が入らないということは致命傷になってくるわけです。 

 そういう意味で、どこまで情報を豊かにこの社会の中で提供できるかということ、出さ

れた情報がバイアスの余りかかっていない、しっかりその人たちを応援するという方向性

を持つものであってほしいと願うこと、こういったことがとても大事ですし、そこでつな

がった人たちが、今度は具体的に自分の中で本当に必要な情報は何なのかということを一

緒になって考えてくれる人や場というものが必要で、そのときにどのような専門的なアド

バイスがきちんと入るかということなのだろうと思います。 

 私もいろいろ労働政策などもお手伝いしましたが、東京都は広いですので、先ほどお話

があった、夜（相談窓口を）開けても、東京の端っこから飯田橋まで来ることは不可能と

いうこともあるかもしれません。そういう意味では、幾つかの自治体の力をかりるとか、

あるいは東京都がまた新たな場所を設置するとか、そういった視点も相談支援の場という

ことでは考えてみる必要があるのではないかと思います。 

 それでは、最後にまとめをやっていきますので、総合的な視点はまた出していただくと

いうことで、２番目の課題に入りたいと思います。「就業支援」ということで、キャリア

アップ、資格取得や学び直しというところでの御意見が出ておりましたが、いかがでしょ

うか。 

 私は、10代で出産した親たちの研究をずっと長くやってきておりまして、学び直しはと

ても大事です。ただ、学び直しというところまでたどり着けない人たち、例えばハローワ

ークにもつながらない、高校の卒業認定にもつながらない、学校あるいはキャリアという

ところでの学び直しをどのような形で東京都として応援していくかということはとても大

事だと思います。 

 前の計画のときに、高校卒業認定をとるためのさまざまな支援が出ておりました。きょ

うの資料の中に「高等教育の修学支援新制度」が出てきておりますけれども、こういった

経済的な支援と同時に、具体的には子供の養育の場を提供してもらう、いわゆる保育支援

あるいは子供預かり支援というようなものですが、今、通信制の高校とかでさまざまな年

代の人たちの学び直しがありまして、それが全国で13ぐらいでしたか、今、子育ての場を

持っている学校が出てきております。都立高校もたしか２つぐらいそういったことをやっ
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てきていますので、そういう場を活用して、もう一回修学みたいなことができないか。 

 あるいはそういったことをするときに、私たちはよく相談を受けることがありますが、

中退したときの単位をどこまで認定してもらえるかということで少し応援してもらう、そ

ういった総合的な修学支援あるいはキャリアアップのための支援ということができたらい

いと考えております。東京都の場合には都立高校を持っていらっしゃるので、夜間部、通

信制というところで子供の預かりをやりながら、あるいは生活相談を総合的に、ソーシャ

ルワーカーなどの配置を考えられると思いますので、そういったことを含めて相談に乗っ

ていただけたらどうかと思います。 

 いかがでしょうか。どうぞ。 

○齋藤委員 私の今いる自治体で子供の貧困に関する委員会がありまして、そこでも学び

直しの話が議論になりました。いろいろな経緯の中で、難しさも感じながら、すごく重要

なところだと感じましたのは、義務教育の間は教育委員会を通じて情報がまだわかったり

するのですけれども、義務教育が終了した後、高校に行く年代になると、例えば生活保護

や社会的養護の世帯であれば行政も把握できるそうなのですが、それ以外の人たちがかな

り困った状態で、場合によっては不登校からひきこもりになっていったりということで、

学び直しがあるという情報自体を得ることができないのではないかということと、数自体

が把握できないという中で、どのようにその方たちに必要な情報が届けられるかというこ

とが議論になっていました。 

 そこで答えは出ていなかったのですが、すごく重要だという話が出ていましたのが、そ

の年代というのは大事な10代のところで、その後に高校中退して孤立していく傾向があっ

たり、場合によっては貧困に陥りやすい環境になったりということで、今までの貧困層と

言われている、そうではない方たちもさらにその層がふえていくような可能性があるとい

うことで、そこについての取り組みがとても重要だろうという話がありました。 

 答えは出てはいないのですが、そこをどう取り組んで、声を拾っていくかというところ

では、いろいろなところで子供の居場所とか、いろんな方法をやっておりますので、施設

でも付随したようなプログラムをやっていますが、そういったところでも情報共有をしな

がら、中学を卒業してしまうと、自治体を超えて、東京都全体の中で都立高校での情報交

換、そういった中での支援体制や情報共有ができると何か答えが見つかるところがあるの

かなと感じています。 

○森田委員長 就業支援ではいかがでしょうか。ほかに御意見は、どうぞ。 

○赤石委員 最初の報告のときに申し上げたのですが、ひとり親家庭の無業の親、あるい

は働いていても抑鬱度が高いということが調査で報告されております。鬱傾向が強い方に

対して、頑張って働きましょうという情報だけを届けるのでは、その方がさらに自分は至

らないのだ、自分はだめなのだと思ってしまうということがあります。抑鬱度が高いとい

うことがわかっているひとり親に対しては、まずはエンパワーメント、その方を勇気づけ

たり、自己肯定感をアップする、そういうプログラムがやはり必要かと思っております。 



15 

 

 今、就業支援というところで、そのあたりの支援はなかなか手が届いていない印象を受

けます。ひとり親の交流の場もエンパワーメントの場ではありますが、もう少し就業支援

に具体的につながる前のエンパワーメントするプログラムといったものが意識されてよい

のではないか、元気になるようなセミナー、自己肯定感がアップできるものが必要と思っ

ております。 

 また、先ほど子供の年齢に応じたキャリアアップといったお話があったのですが、私が

お伝えしたいことは若干違っていて、中学になって教育費がかかるころにキャリアアップ

しようと思っても間に合わないわけです。お子さんが保育園に行って年長ぐらいになると

大分病気をしなくなります。このくらいのときか、小学校１年というのはちょっと難しい

ので、２年、３年になったとき、子供が学校になじんだ、学童クラブも何とか行けている

というようなこのあたりに、ライフプランを見通したキャリアアップが必要なのです。 

 ライフプランを立てるのは、みんな怖がってしないです。教育費が幾らかかるのか、そ

んなのは怖くて考えたくもない。みんな避けているのです。大学に行くときには、今、給

付型がちょっと広がってきたのですが、専門学校、大学に入るときは100万円ぐらい必要、

そのためには児童手当は別の口座にためて、手をつけないようにしようとか、そこに児童

育成手当も入ればさらにいいのですけれども、100万円はためようとか、もっと頑張って500

万円ためようとかいうライフプラン、マネープランをお伝えしつつ、それを見据えたキャ

リアアップという意味でございますので、本当に費用が必要になってからというのだと間

に合わない。 

 それから、今、習い事圧力がとても強いので、ママたちはそちらに右往左往してしまい

ます。しかし、これは教育産業のなせるわざで、低年齢にどんどん習い事というのを攻撃

してくるわけです。そういうのが保育園や幼稚園では蔓延していますので、ひとり親でも

そういうところにやらなければいけないのだろうかと思ってしまう。でも、ライフプラン

を考えれば、今はためどきだよとか、こういったことがちゃんとわかる支援、ライフプラ

ンに応じた支援が図れるといいかなと思います。 

 以上です。 

○森田委員長 この就業のところで、ほかにはいかがでしょうか。どうぞ、伊藤さん。 

○伊藤委員 自治体としてということでの話ですが、今、赤石委員からあったように、ラ

イフプラン、特に就業相談をどうしていくのかというところで、まだ完璧にできているわ

けではないのですけれども、国も、児童扶養手当の現況届のときにそこで就業相談ができ

るようにしなさいという話があります。児童扶養手当の現況届があるときにアンケートを

とって、私たちのところでの職業訓練の事業があるとか、その後、御自身としてキャリア

アップしたいのかという相談ができます。それを受けたいかどうかというようなアンケー

トを必ず１枚、現況届をするときに送って、持ってきてもらったときにお話を聞いて面談

するということをやっています。そういった中で、今もらっている給料の金額よりも、そ

れ以降、自分はもう一つキャリアアップしたい、ではそのために何ができるのかという相
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談できる場をつくってはおります。 

 また、実際に仕事をかえるというのは、その方にとっては大きな決断をしなければいけ

ない。生活を変えなければいけない。では、お子さんとの関係、学校はどうなのかという

ように課題があります。相談を受けたから、すぐ進むというわけではなく、やはり半年間

ぐらいかかって次のキャリアアップをどうしていくかということが多いのです。毎年、現

況届のときにアンケートをとるようにしたので、８月の現況届から 12 月ぐらいまで断続的

に相談したいという方がふえている状況になっております。 

 あと、高校に行くため、大学に行くため、やはり学費がかかるので、母子・父子の貸付

事業もやっていますが、高校３年生になって学費がないからと相談に来られてもすごく難

しいということがあります。貸し付けをするときに、その方の生活がどうなっているのか

家計相談もやりたいのですが、なかなかできていないので、今は、飯田橋にある「はあと」

にお願いして、一緒に相談を受けていただいたりしています。早い段階から生活の見立て

ができて、仕事もそうですし、お子さんが18歳になって以降、その方が生活できるすべを

もっとつくっていけたらと思ってはいます。 

○森田委員長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○中根委員 今お話があった「はあと飯田橋」ですが、私どもの会で就業の相談をお受け

しています。相談をたくさん持ちかけられて、それなりの成果は出ていると思います。皆

さん怖がらずに電話をかけていただきたいと思っております。こういう就業相談とか、い

ろいろな相談事があると思いますが、民間もそうなのですけれども、行政のほうがもっと

ひとり親のほうに目を向けて、例えばワンストップサービスとか、そういったところを充

実させていったらいいのではないかと思っています。 

○森田委員長 ありがとうございます。 

 マザーズハローワーク、こういったものとの連携というのは、マザーズハローワークが

担当制をしいて、ひとり親ではなく働く女性たちの再就職というところに大きな可能性を

やってくださっているのだろうと思います。具体的には、ひとり親の政策の中で言えば、

母子家庭はまさにマザーズハローワークの対象になっていくわけですが、そのときのひと

り親であることへの配慮とか、あるいは具体的には支援ということについては、マザーズ

ハローワークではどんな認識で連携とか、そういったものを持っていらっしゃるのか、そ

のあたりのところはどうなのでしょうか。お話しいただいてよろしいですか。 

○山口委員 そのターゲットがイコールではないのです。働く女性の方なので、そこは短

時間であろうが、フルタイムであろうが、希望者はいろいろいますが、必ずしもひとり親

というわけではない。ここで対象になっているというのは、生活保護、児童手当とか、受

給されている方々もこの議論のテーブルにのっていると思います。 

○森田委員長 これはそうではないですね。 

○山口委員 ここで支援する対象というのはどういう方なのか。マザーズハローワークの

利用者とかぶらないのです。ちょっとずれているというか。 
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○森田委員長 全く。 

○山口委員 全くというわけではない。重なっている部分はあるのですが、ちょっとずれ

があるというイメージを私は持っています。 

○森田委員長 そういう認識でよろしいですか。 

○赤石委員 すごく偏った意見かもしれませんが、マザーズハローワークは、夫もいて、

短時間でもいい、でも子供がいて仕事を見つけにくい、こういう方への就労が多いと思っ

ています。マザーズハローワークのミッションの中に、ひとりで子供を育てて働かなけれ

ばいけないという方たちへの就労のイメージがあれば、私たちはありがたいと思いますが、

ちょっとずれているような気もいたします。 

○山口委員 来られれば、当然、個別相談して、マザーズハローワークのメニューの中で

支援させてもらいますが、今、私がイメージしているのはそちらではなくて、自治体との

連携の中の一体型の実施、１回目のときに説明させていただきましたけれども、そちらの

人が対象なのかなというイメージなのです。 

○森田委員長 実態調査をやると、マザーズハローワークというのは、ある意味では広報

活動が効いているので、そこに行くという人は結構いらっしゃるのです。そういう意味で

は、一般施策の中のひとり親支援というものをもっと深めていく。例えば先ほどの話で言

えば、こういったマザーズハローワークもそうですが、ほかの子育て支援の場であったり、

あるいは保育園であったり、そういったところがいろんな形でひとり親の支援をきちんと

位置づけてくれるということが、具体的にはひとり親支援の方策なり、あるいは入り口の

ところをかなり広げていくことになっていって、先ほど赤石委員もおっしゃったけれども、

これだけひとり親がふえてきた中で言えば、もっと入り口の部分を広げることを考えなけ

ればいけないのではないかと思っています。そういう意味で、今、労働政策の中で働く女

性たちが知り始めてきていて、しかも担当制をしいて、非常に丁寧な支援をされている、

そういったマザーズハローワークとか。 

○山口委員 一体的実施の中で担当制をしいていないわけではないですよ。やっているこ

とは同じなので、私の中で、マザーズハローワークだけ特出しというのはちょっと違和感

があるのです。 

○森田委員長 そういったことも御検討いただけるとかなり支援の裾野が広がっていく。

ハローワークなどの利用というのが、ある意味でいうと、政策的には利用の機関として一

番多いのです。母子・父子自立支援員のところに行ってくれればいいわけですが、つなが

りにくい人たちがもうちょっと一般的な事業のところでつながってくれる、そんなものが

できていったらいいのではないかと思います。 

 就業支援というところで今お話をしましたけれども、それ以上に、先ほどワンストップ

の話がありましたが、ひとり親ということでのサービスの集中という方法もあると思いま

す。 

○新保副委員長 よろしいですか。 
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○森田委員長 どうぞ。 

○新保副委員長 マザーズハローワークのほうがひとり親はふだんやっていないから。 

○山口委員 やっていないわけではない。利用者の中にそういう方も当然おられます。 

○新保副委員長 本当の専門性ではないとおっしゃるのであれば、ハローワークが現在持

っていて、母子・父子自立支援員の方たちがお持ちでない情報というのがあって、求人情

報について接続していただけるのであれば、もしハローワークができないのであっても、

各区役所でいい仕事ができるのではないかと感じます。 

○山口委員 自治体の中でハローワークと一体的になって実施する窓口があります。そこ

の中に求人情報も、ハローワークと同じ情報が提供できます。 

○新保副委員長 そこはハローワークの方がいないとその情報は得られないのですか。 

○山口委員 相談員がおります。 

○新保副委員長 その方はハローワークの人ではないのですか。 

○山口委員 一体的実施の窓口にいるのはハローワークの相談員です。 

○新保副委員長 そうですね。その方は見ることができるけれども、母子・父子自立支援

員の方はその情報は見られないのですか。見られるのですか。 

○伊藤委員 母子・父子自立支援員が情報を見ることはできないので、私たちのところも

区役所にハローワークの相談員が来ているので、その方のところに一緒に行って、プログ

ラムを立ててもらっています。相談にきたひとり親をナビゲーターにつなげて、その後の

進捗状況は、母子・父子自立支援員にフィードバックしてもらい計画を立てています。 

○新保副委員長 面倒くさいのではないかという感じがします。ハローワークが持ってい

る就労情報、仕事についての情報を区役所の中におられる方が見ることができるようにな

れば、もっとスムーズにライフプランと養育費のことと就労支援を一括して行うことがで

きるのではないか。つまり、先ほどからおっしゃっているワンストップにつながることで

はないかと思います。今そうなっていないから、頭に浮かばないのだと思いますが、ワン

ストップにつながるとするならば、就労情報も将来のライフプランに関する情報も先ほど

おっしゃっていた養育費に関する情報も一括してやっていくというのが望ましくて、やる

のだったら区役所なのではないかと思います。 

○伊藤委員 実態としてそれを全部その方がやろうとすると、その方が持たなければなら

ないスキルがすごく高くなってしまいます。 

○新保副委員長 だとするならば、そのスキルを持った人を用意すればよろしいのではな

いでしょうか。 

○伊藤委員 その方一人がワンストップではなくて、いろいろな部署にそれこそつないで

いく、そこにつなぎました、連絡しました、おしまいですではなくて、その話がどうなっ

たのかという話を深めつつ、就業をどうしていくというところは専門の方のところにつな

がせていただいて話をしてもらい、情報としてのワンストップはさせてもらっています。 

○新保副委員長 それでいいのです。情報としてのワンストップとして、就労情報を区役
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所がいつでもとれるようにしておいたらいいのではないでしょうか。 

○伊藤委員 そういう意味では、情報はとれています。 

○新保副委員長 区役所の職員が見られる状態になっていますか。 

○伊藤委員 区役所の職員がではないのです。 

○山口委員 見られるというのは。 

○森田委員長 ハローワークの端末が１個置いてあるのですね。 

○新保副委員長 その端末を区役所の、例えば自立支援員でも構わないし、就労支援の方

が直接、一人で見て、個別具体的なＡさんの就労支援の将来のあり方について自分の執務

の中で一人で見ることができるという状態になっていますか。 

○伊藤委員 それはなっていない。 

○新保副委員長 なっていないですね。それをしたほうがいいのではないかというのが私

の提案です。 

○山口委員 それは各自治体でですか。 

○新保副委員長 各自治体の窓口で情報が得られる状態をつくったほうが就労支援はしや

すいのではないかと思います。 

○森田委員長 労働政策の中で東京都がなさっているものと具体的には各自治体で行わな

ければならない就労支援を、どんな形で情報と具体的な個別支援をつないでいくかという

ことについて、これはいろんな意見があるということで、御検討いただくということでこ

こは閉じさせていただいてよろしいでしょうか。次に進めさせていただくということでお

願いいたします。 

 それでは、続いて「子育て支援・生活の場の整備」ということで、これもとても大きな

課題でして、いわゆるシェルター的なものあるいは母子生活支援施設というものをどうい

うふうに今後活用していくか、子育て支援・生活の場を具体的に地域の中でどんなふうに

整備していくかという課題ですが、御意見をお願いいたします。齋藤委員、どうぞ。 

○齋藤委員 資料４の「子育て支援・生活の場の整備」のところにつきまして、前段のと

ころの整理も含めてまとめていただきまして、ありがとうございました。 

 私からは、先ほどの赤石委員提出の資料の次に、少しずれているところがあるかもしれ

ませんが、表にしてありますので、それに基づいてお話しさせていただければと思います。 

 こちらにつくりました表は、左側の半分以上、色がかかっているところにつきましては、

前回の会議で東京都のほうからまとめていただいたところをポイントにしています。右側

は、それにつきまして、東京の母子生活支援施設の母子福祉部会で検討をやっている最中

のものです。 

 私たちのところでも、全体の動きの中で、インケアのさらなる充実や、利用促進という

ことで入所率の向上、必要な方に必要な支援が届くような方法について検討していくこと

を今までもやっておりますが、今回、東京都でも調査していただいておりまして、その中

にも利用中の支援について、保育や子育て支援について希望している方たちが多いという
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データもありますので、それらを踏まえて、私たち自身の施設のあり方や受け入れについ

て検討していくということが一つです。 

 インケアのさらなる充実のところに書いてありますように、●のところが私たち母子生

活支援施設で考えていくもの、★のところが東京都にお願いしたり協力していただくもの、

☆のところが基礎自治体というふうに分けて整理して考えているところです。 

 例えば、今、私たちの施設の利用者が、いろいろと精神的なケアが必要な方たちがふえ

ていることや、周産期の支援が必要な方たちも入っていることを踏まえて、医療スタッフ

の配置、アドバイスをしていただきながら、人材の対応をしながら、専門性を確保してい

きたいということ、あと、関係機関との連携につきましても、私たち自身もみずからもっ

と関係機関と連携しながら、各自治体との連携をしていくこと、アフターケアにつきまし

ては、地域に向けたひとり親の支援でも、子供の居場所支援とか、地域の子育ての学習支

援を母子生活支援施設でも行っているところもございますので、そうしたところがアフタ

ーケアの一つになって重要になるというところで具体的な方法を考えていきたいと思って

おります。 

 地域の支援ですが、施設の特性を生かして地域の支援を多機能化していく中で、この表

の矢印のところですけれども、例えば前回もお話ししましたが、小規模多機能のような形

の中で、相談、ショートステイ、保育、居住支援、ホームヘルプ派遣などを一つのところ

で相談しながら、相談と内容がきちっと連携するような形でお話ししながら、支援が使え

るようなものができたらどうか。 

 再統合ではなく、改めて統合に関する支援をしていくということも含めて、例えばお試

し体験ができるような、そんな使い方をしていただいたらどうか。 

 東京型サテライト活用ということですが、例えば公営住宅を使ったり、東京の中でも母

子生活支援施設は実は利用者が減っているという話が出ている一方、取り組み方によって

は、今、利用者の待機が出ていて、中間的な施設もつくっていくべきではないかというこ

とで、サテライトを検討している施設も出てきております。そうしたものを活用しながら、

いろいろな方たちが使えるような支援に結びつけていってはどうか。 

 周産期支援では、東京都では母子一体型ショートケアをやっておりますが、それ以外で

も緊急一時と入所支援で周産期支援を行っておりますので、そうした場合のサポートの体

制を含めて、職員が安心してできるような体制づくりも必要かと思います。それ以外のこ

とを踏まえて、地域のひとり親の支援も強化できるようなことを考えていかれたらと思っ

ております。 

 広域入所の推進については、これから区部、市部いろいろあるかと思いますが、こうし

た連携は、母子生活支援施設の施設長たちにアンケートをとっているところでございまし

て、ぜひ進めていただきたいという声が大きいので、よろしくお願いしたいと思います。 

 入所率の向上では、例えば入所受け入れのところもありますが、今、母子生活支援施設

の入所は福祉事務所を中心とした窓口となっております。児童相談所や女性センターから
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も利用はどうかという話ができるような場面も必要になると思いますし、利用者状況を踏

まえた柔軟な利用期間を考えることができたらと思っております。 

 それらのことを今、検討中でございますが、母子生活支援施設の部会の中で検討してい

るものでございます。 

○森田委員長 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがですか。 

○赤石委員 すぐにできることではないのかもしれないのですが、母子生活支援施設とい

う名前に何か愛称がつかないかなと思っています。イメージを一新してほしいとこの間も

申し上げたのですが、そういう気持ちがございます。大事な事業をやっているにもかかわ

らず、一番必要な方にイメージが悪いということを考えますと、何か愛称がつくといいと

思っています。 

 また、施設の利用に関しては、住所は出せないにしても、こんなところみたいな漫画や

動画、何かアピールしていただけたらいいと思っております。 

 「子育て支援」では「困難」のところで保育サービス、ファミリーサポートサービスな

どの利用の状況についてまとめていただきました。ひとり親ホームヘルプサービスという

のは、東京都はほかの道府県に比べて進んでおります。ほかは、母子家庭日常生活支援事

業として何年か前に利用件数が非常に低いということでメディアにも指摘されました。東

京都は利用件数は比較的高いのですが、まだ一時的な利用にとどまっていることが多くて、

このあたり、事業者がいないのか、荒川区さんにもお聞きしたいところです。すごく大事

な支援だと思いますので、ここはやはりきちんと力を入れるべきところかと思っておりま

す。 

 ちなみに、東京都内では、私の報告にも書いたのですが、清瀬市の「子育てネットワー

ク・ピッコロ」という団体は、年間1,000件以上のひとり親のホームヘルプサービスを実施

しております。清瀬市でなぜこういうことができているのかというのは、非常に積み上げ

があったのだと思いますが、毎日、父子家庭の方も含めて、10世帯ぐらいのところに派遣

して、子供の命、親子の就労を支えています。こういったことがほかの自治体でもできれ

ばと思います。清瀬市から西東京市に引っ越した方は、それを利用できないために就労で

きなくなってしまったりしています。こういった状況を見ますと、ここの充実は喫緊の課

題だと思っております。ぜひ、清瀬市の状況がほかの区市町村全てに広がるといいと思っ

ています。 

 ファミリーサポートの減免措置と同時に、ひとり親のホームヘルプサービスの充実は、

繰り返し使っても、上限はあっても仕方ないと思いますが、父子にとっても子育て支援は

必要だと皆さんは答えていらっしゃいますから、大事な制度ではないかと思っております。

事業者のことなどは荒川区さんにお聞きしたいと思っております。 

○伊藤委員 ホームヘルプサービスは、23 区の中でもやはり利用の件数はすごくばらつき

があります。荒川区では、家事支援と育児支援を実施していますが、育児支援は、保育士
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やベビーシッターがいる事業者を選ぶため、今そちらの事業者はすごく少なく、やっても

らえるところがなかなかありません。 

 家事支援は、介護系の事業者ができるので実施団体はいるのですが、契約で単価が折り

合わなくて、毎年どうしようかと検討しています。 

 ファミリーサポートの減免を荒川区もやりたかったのですが、減免するときに事務の手

間がファミリーサポートのほうにかかってしまう、その方がひとり親だというのがわかっ

てしまうなどの課題があり、できていません。 

 何度か事務スキームを検討しているところですが、ひとり親だけではなくて、一般施策

の中でやることによって、ひとり親家庭の方も使いやすくなるのでは、ということで、東

京都が実施している在宅子育てサポート事業を参考に一般施策の中でひとり親もうまく使

える施策を検討しています。 

○森田委員長 ちょっとお尋ねしたいのですが、具体的に育児支援というときの子供の年

齢は幾つまでを指しているのですか。 

○伊藤委員 うちは小学校３年生までです。家事支援は小学校６年生まで、特に家事支援

は、父子家庭の方が食事がつくれない、お掃除もできない、お仕事でいつも遅いというこ

とで、週に１回来てもらって、いろんな食材でつくって冷蔵庫に入れてもらって、小学校

６年生の大きいお子さんであれば、自分でレンジでチンしてできるのでやっています。基

本的には育児支援は小学校３年生まで、家事支援は小学校６年生までです。 

○森田委員長 そうすると、家事支援の場合だと、子供はいるけれども、家事支援という

形でいく。 

○伊藤委員 そうです。 

○森田委員長 ということですね。例えばその年齢がもうちょっと上になってくると、中

学生たちの見守りみたいな形で。 

○伊藤委員 そうですね。うちの事業としては、小学校６年生までのお子さんがいる。上

に中学生がいるというのは全然構わないのです。小学校６年生までの子がいれば使える事

業です。 

○森田委員長 具体的には、例えば障害のある子供の場合などはどういうふうにするので

すか。 

○伊藤委員 特に障害があるからどうだというのは。 

○森田委員長 これは年齢を上げるとかはない。 

○伊藤委員 それはないです。逆に、障害をお持ちのお子さんでそういった事業が必要と

いうことになれば、障害の施策のほうでヘルパーを入れるという形の事業を実施していま

す。 

○森田委員長 そういうものの調整というのはどこがされるのですか。 

○伊藤委員 支援員やケースワーカーが障害のほうの事業だったり、養育支援の事業を使

うとか調整しますが、本当に厳しくなってくると個別のケース会議をやって、この方に対
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してどの事業を入れるかというのをやります。そうでないときは、御本人と面談する中で、

御本人と確認をとりながら、この日はこれを使う、この日はこれを使うというような調整

をしています。 

○森田委員長 それは母子・父子支援員がやることになるわけですね。わかりました。 

○赤石委員 済みません。一言だけ。なぜか千葉県内はファミリーサポート事業の減免が

多いのです。千葉市も松戸市も、近隣市もかなりやっていて、ぜひその方式を聞いていた

だければと思いました。どうやっているかわからないのですが、それから、旭川市が減免

が非常に多いですね。600円ぐらいのファミリーサポートの利用料を５分の１、かつ切り捨

てなので、低所得の方は１時間100円で利用できるようになっております。 

○森田委員長 それでは、よろしいですか。どうぞ。 

○新保副委員長 相談体制にかかわることなのかもしれませんが、先ほど新保が提出させ

ていただいた資料の中の課題１は先ほどお話ししましたけれども、もう一つ、課題２につ

いてもお話しさせていただきたいと思います。 

 これは母子生活支援施設にかかわる案件ですが、都全体から見ると、母子生活支援施設

ということよりも児童虐待に関する施策との関係の中で考えるべきことであるかもしれま

せん。ひとり親家庭自立支援を含む社会的養護に関するテーマとしてとても大事なものを

２つだけ、きょうはお話しさせていただこうと思っていますが、課題１は先ほどお話しし

ましたので、課題２について話をさせてください。 

 都内においても親子分離がおくれて虐待死亡事例が発生しています。一方で、余り話題

になりませんが、不適切な親子分離、つまり、ちょっと心配だということで早目に親子分

離しようということで、結果として、親と一緒に生活する機会を奪われた児童がいるとい

うことも確かだと思います。両方とも不適切だと思います。 

 一昨年の児童福祉法の改正によって、第３条の２の条文ができました。これは、児童が

生活する場について、血のつながりがある親子関係のもとで家で暮らす「家庭」を最優先

順位にすると明確に規定した上で、２番目として「特別養子縁組」「里親」、３番目とし

て「小規模施設」という順を明示しています。 

 児童相談所が措置を行うに当たっては、長期的な視野からどれが児童の最善の利益にか

なうのかを判断するという物すごく高度な判断が求められるために、結果として親子分離

がおくれる事態が発生し、それが死亡事例に結びついているということが考えられます。 

 この件については、東京都の児童福祉審議会、2014年の報告の中で「母子を一体的に支

援する母子生活支援施設の機能の活用を積極的に検討すべきである」ということが「社会

的養護の新たな展開に向けて」の報告書に書かれています。 

 それから、2019年の社会保障審議会児童部会の報告の中で「母と子の一体での一時保護

のような仕組みが必要。産前産後母子ホームや母子生活支援施設といった施設の中で、母

と子というペアで生活できるということについて状況を見守ることが、家庭養育優先とい

う考え方の中でどうしても必要」、つまり、親子分離をするか否かということをもう少し
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親子一体の場面で考える必要があるのではないかという提案が両方の審議会もしくは部会

で行われています。 

 親子分離するかしないかということを含めて、その状態を確認するためには、親と子が

一緒に生活している場面を施設の職員もしくは児童相談所の職員が定期的にある一定の場

面の中で見続けることが必要なのだろうと思います。これを行うためには、母子生活支援

施設という施設はとてもすぐれた環境であると思います。母と子が一緒に生活していて、

そこで一緒に生活している場面を職員が支援する。母が適切に養育する能力が少し低いと

思えば、その養育力を高めることによって無理な親子分離をする必要がなくなるのだろう

と思います。一方で、ふだんはよく見えていなかったけれども、この母と一緒にいること

は子供にとってよくないということがわかってくれば、２カ月、３カ月一緒に生活する場

面を職員が見ることで、母と子が一緒にいることがよくないとその子供と母について個別

具体的に専門職として判断するのであるならば、児童相談所は親子分離を自信を持って判

断することができるだろうと思います。そういう場面として母子生活支援施設は活用され

るべきではないかと思います。 

 現状では、児童福祉法の中に、母子生活支援施設に児童相談所が措置するという仕組み

は明確には書かれていません。ですから、現実には児童相談所は措置をしていない。当然、

制度上もしにくい状態になっています。 

 いずれ将来的には、私は、第27条第１項の中に、児童とその保護者を母子生活支援施設

に入所させる措置をとれるということを児童相談所の権限、法的に言うと都道府県の権限

として明示すべきであると思います。それは、無用な親子分離を避ける一方で、親子分離

がおくれて児童虐待の死亡事例をつくることを防ぐためにどうしても必要なのだろうと思

います。 

 それを行うための手続として、母子生活支援施設に入居することが現行法で可能なもの

であれば、在宅措置という方法もしくは第33条の一時保護という仕組みで母子生活支援施

設に子供だけではなくて母も一緒に入所していただく。そういう仕組みをつくることによ

って、現行法の運用解釈を変えることによって、母と子が母子生活支援施設でしばらく生

活して、その様子を観察することができる。ある面で言うと、一時保護的な側面で子供と

母の両方の様子を見る。場合によれば、夫からDV被害を受けている子供と母を分離して母

子生活支援施設にあわせて一時保護することができる。もしくは居宅の場所が変わること

による在宅措置をするという仕組みを用意すること、これは児童福祉法が変わった後の具

体的な対応として必要なことであると考えます。そのことは2014年の段階で東京都は既に

考えていらっしゃることですので、制度を意識した上で前に一歩進めていく。ちょうどそ

ういう５年間にこれから私たちが向かっている。計画づくりをしている５年間というのは

そういう時期になるのではないかと思います。 

 その間には、東京都の児童相談所から区の児童相談所に移行していくという時期も並行

して迎えることになります。この間における都の役割と区の役割ということも一方で意識
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しておく必要があるだろうと考えます。 

 ただ、広域的な対応というのが母子生活支援施設においては特に必要だろうと考えます

ので、都がこの権限を持ち続けるということは23区に関しても必要ではないかと考えます。 

 親子分離すべきか否かについて児童相談所が判断に迷う事例が多くありますので、この

案件について母子生活支援施設が本来持っている機能を活用していくということは、子供

と母の両方にとって必要であり、児童虐待死亡事例を起こさないようにするためにどうし

ても必要であろうと考えます。 

 以上でございます。 

○森田委員長 ありがとうございました。 

 今までの東京都の答申の中で、既に母子生活支援施設に対しての要請はかなり書かれて

いるわけですので、そのことを含めて、今後その方向性をどのように進めていくのかとい

うことの再検討の時期だと思うわけです。たしかサテライトの施設自体としてはまだない

のですね。東京都の場合にはない。そういう意味で言うと、いわゆる小規模化していくと

いうときに、具体的に母子生活支援施設の小規模化はどういうことなのかということも改

めてここで考えてみる必要があるだろうと思います。 

 そのことと、新保委員から出された児相という機関との連携ですが、実は私、昨日まで

母子家庭の親子と合宿をやっていました。そこでお母さんたちから言われたことで非常に

ショックだったのは、その方は最初に児相に相談に行かれた。母子生活支援施設のことは

何も教えてくれなかった。教えてくれるぐらいしてもいいのにねという話をしたわけです

が、児相にとって母子生活支援施設というのが親子を支援する場としての認識が弱いのか

もしれないということを今、思い出していたわけです。 

 具体的には、ネットワークを組む、チームで支援するとか、よく言うわけですが、ワン

ストップというのは当事者のためになければならないことであって、当事者のために地域

が拠点になっていくという形が来年から23区の中でふえていく。東京都が、各地域で主体

的にやっていただけるひとり親支援をどんな形で、広域支援ということも含めてですが、

やっていかれるのか、これはやはり大きな課題ですので、特に施設の広域利用という問題

に対して東京都がどういう方針を出すのかについては、大きな課題として書かざるを得な

いだろうと思っております。ありがとうございました。 

 それでは、もう一つ課題がありますので、そちらのほうに移らせていただきます。「経

済的支援」の問題です。これはとても大きい問題で、どういう形で具体的な支援ができる

か。基本的なところでいくと、別れた親からの養育費の徴収をどうするかという形でしか

書かれていないわけですが、それ以外の公的な支援をどういう形で具体的に有効に提供し

ていくかということも検討の課題になってくると思いますので、この点についての御意見

を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。赤石さん、どうぞ。 

○赤石委員 経済的支援のところで、児童扶養手当、それから、東京都独自のひとり親の

支援、児童育成手当というのは、非常に大きなひとり親の支援になっていると思います。
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特に東京都は児童育成手当を子供１人につき13,500円出しているというのは、都内で住宅

費、その他生活費が高い中で生活を支えるというところでは大きいと思います。 

 先ほど伊藤委員からも、児童扶養手当の現況届が１年に１回、８月にありますが、その

ときに児童扶養手当のアンケートをおとりになって就労支援に結びつけているというお話

がありました。現金給付というのは、相談しにくい方でも、もらいたいと思ったら来ると

いう場ですので、この場を有効に使って経済的支援を相談支援につなげるという視点をも

っと強化していいと思っております。 

 私も御提案して、明石市でひとり親の総合相談を８月に受けております。ことしも参る

予定ですが、たくさんの相談したい方と出会っております。一方で、お忙しくて、その場

で帰ってしまう方もいらっしゃるのですが、その場を利用していくというのは大事な視点

だと思っております。 

 一方、児童扶養手当は、今年の11月から奇数月隔月支給になります。毎月支給にするこ

とで家計管理が容易になるということで御提案し、国がその意見を入れて隔月支給になり

ます。考えてみると、児童育成手当、児童手当は２月、６月、10月の４カ月に１回の支給

です。こういうことを申し上げると、自治体の方はものすごく大変だと聞いているので、

心苦しくはあるのですが、児童扶養手当の奇数月隔月支給となると、児童扶養手当あるい

は児童手当の支給がない月が２０２０年から４月、８月、12月に出てしまいます。ひとり

親にとって一番大変な時期、４月は入学、８月は夏休みで子供にたくさん食べさせなけれ

ばいけない、給食がない、１２月はいろんな行事がある、この時期に手当がなくなるので

す。このために困窮する世帯も出るでしょう。これを防ぐために児童育成手当も毎月支給

あるいは隔月奇数月支給になっていくことが検討課題になるといいと思っております。 

 養育費については、一言だけ、民事執行法が変わりますので、社会保険庁とか、そうい

ったところから、払っていない親の勤め先などの情報が開示されると聞いております。こ

こは非常に大事な視点でありますので、今後、養育費についての相談や、いろいろな事業

を拡大していくべきときだろうと思っております。 

○森田委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

○新保副委員長 民事執行法の改正については、とても大事な法改正が行われているので、

区役所単位でも、養育費について求める人であるならば、より細かく手続についても対応

できるようにしていくことがこの５年間は特に必要ではないかというふうに赤石委員の意

見に賛同いたします。 

○森田委員長 よろしいでしょうか。どうぞ。 

○小井沼委員 経済的支援と生活の場の整備の両方に係ると思いますが、住宅の費用の支

援のほうで、御提出いただいた相談状況等に関する調査の中にも家賃補助を求める御意見

が結構出ています。東京都としては生活保護との関係において、その方に直接、補助金を

お渡しするような家賃補助は難しいと考えています。 

 そのかわりというわけではないのですが、今、住宅セーフティネット法が施行されて、



27 

 

ひとり親家庭など低額所得者向け専用にセーフティネット住宅の登録をしていただくので

あれば、大家さんが入居者に対して家賃を低廉化する、家賃を下げることに対して、大家

さんに下げた分の補助をしていくという取り組みを始めています。実際にそういう仕組み

を使っていただく区市町村はまだ少ないのですが、今後ともふやしていくという形で住宅

費の支援については進めていきたい。我々のほうもその辺は認識してやっています。 

 都営住宅の関係でも、この調査票を見ると、いろいろと御要望が多いのですが、優先入

居制度は従前からあるのですけれども、それに加えまして、ファミリー世帯向けに期限つ

き入居制度を持っております。それに対して、５月の東京都住宅政策審議会の答申の中で、

ひとり親世帯もそういった期限つき入居制度の対象にするようにということもありました

ので、その辺も対象に加えられるように都営住宅のほうも新たな取り組みとして、今、検

討しているところでございます。 

○森田委員長 今のお話に加えて、お隣の韓国で今、取り組まれているのですが、一つの

アパートというか、マンションというか、そこを専用で、いわゆるグループホームみたい

な形で運営するとか、完全に単独で母子家庭の人たちが利用するとか、少なくとも建物の

中には母子なら母子だけという形で、男性の世帯の構成員はいないというような安心感み

たいなものがあれば暮らしていける方たちもかなりいらっしゃる。 

 先ほど来、具体的な家族のありようのところで、支援が欲しいという方と、雨露がしの

げて自分たちの暮らしをつくっていきたいという方、そういう意味ではいろいろな段階の

方、希望の方がいらっしゃる。建物を少し閉じてですが、安全度を高める、そういう建物

のありようは意見として出てきていないでしょうか。あるいは取り組みとして出てきてい

るとか。 

○小井沼委員 居住支援、ひとり親もそうなのですけれども、我々の住宅の分野では、住

宅確保要配慮者ということで、高齢者、障害者も含めてなのですが、そういった民間賃貸

住宅に対して入居を円滑に促進していくという取り組みの中では、おっしゃったのはシェ

アハウスとかになるのですか。 

○森田委員長 シェアハウスというよりは、もっと独立性の高い、普通のマンションでも

いいわけですけれども、一つの建物に母子家庭だけが一定期間住めるようにすれば、調整

員はいなくても、ある程度安全と安心がそこの中で担保できる。最近、オートロックの建

物もふえてきているので、そういう新たな視点で支援が必要な親子の母子生活支援施設型

ということと、もうちょっと間で、単独で建物だけという形があってもいいのかなとは思

いますが。 

○小井沼委員 一棟借り上げ型という形ですかね。 

○森田委員長 はい、お金もそういう意味で言うと少し下げてもらって、なおかつ安全度

があれば、そういうものの管理ぐらいだったら、例えば母子生活支援施設は先ほどの提案

の中で言えばできるという御意見もあるので、そういうものがドッキングされると新たな

地域の中での安全・安心な住まいというところにつながっていくのではないかと思います。 
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○小井沼委員 民間賃貸住宅に入居を支援していく居住支援法人を我々のほうで指定して、

公表して、その取り組みについて情報提供なりしている団体がありますが、そこの中で、

ひとり親家庭向けにアパートを借り上げて貸しているという事例はあると思います。ただ、

一棟丸ごと母子家庭向けなのかどうかというのは、今、資料がないのでわかりませんが、

一棟丸ごとというのが安全度が高まるのかどうか、ちょっとわからないのですけれども、

そういった法人が大家さんにお願いするのではなくて、法人が借り上げて転貸するという

取り組みは一部あります。そういった取り組みなどは、居住支援協議会という東京都の場

もありますし、区市町村でもそういった協議会の場がありますので、そういったところで

情報提供していくのかなと思っています。 

○森田委員長 そういう別の切り口で一般化されている事業と、ひとり親の事業がつなが

ると、新たな課題を克服するような方策が見えてくるのではないかと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 12時になってしまいまして、進行がうまくいかなくて申しわけございません。 

 本日、さまざまな御意見をいただきました。４つあるいは５つの視点で御議論いただき

ましたけれども、この議論に加えて、最終的な調整は今できない状態で、積み残したもの

もあります。ただ、皆さんからいただいたこの方向性に対する御指摘については、この委

員の中ではかなり共有できていることだと思いますので、この共有を具体的な施策にどの

ような形で落としていくのか、そして、計画につくり上げていくことになりますので、第

４期の計画の骨子を次回は議論させていただくことになります。そこに向けて、もう一度、

皆さんの御議論を手がかりにして骨子案をつくらせていただこうと思っております。 

 最後に、事務局から補足あるいは今後に関する御説明があればお願いいたします。 

○玉岡課長 本日は、お忙しい中、貴重なお時間を割いていただきまして、さまざまな視

点から施策の方向性と御示唆に富む御意見も多数頂戴いたしまして、ありがとうございま

す。 

 今、委員長からお話がありましたように、これまでの委員の皆様方からの意見も参考に

させていただきながら、庁内で施策のもう少し具体的な方向性について、予算要求等も含

めて検討したいと思っております。そういったものも含めまして、次回の策定委員会では、

いただいた御意見をもとに施策の方向性についてブラッシュアップするとともに、第４期

計画に記載していく計画案の骨子についても御紹介させていただきたいと思います。 

 次の開催まで少し間が開いてしまうのですが、10月29日（火）、同じく午前10時開催を

予定しております。今回はまだ速報版という形でしかお示しできていない母子生活支援施

設の入所者等のアンケート結果についてもお示ししたいと思っておりますので、また調査

結果についてもそのときに御検討いただきたいと思っております。後日、開催案内をお送

りしますので、御多忙とは存じますが、引き続き御出席いただければと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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○森田委員長 それでは、本日の策定委員会を終わらせていただきます、御協力、どうも

ありがとうございました。 

午後０時04分閉会 


